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お知らせ
　

東
日
本
大
震
災
に
よ
る
市
内

の
被
災
住
宅
・
宅
地
の
復
興
を

支
援
す
る
た
め
、
被
災
住
宅
復

興
支
援
事
業
と
し
て
利
子
補
給

金
の
交
付
が
始
ま
り
ま
し
た
。

　

こ
の
事
業
は
、
自
己
用
住
宅

の
復
旧
ま
た
は
宅
地
の
復
旧
を

行
う
た
め
に
、
金
融
機
関
等
か

ら
の
借
入
金
を
受
け
た
被
災
者

に
対
し
、
５
年
間
に
限
り
、
利

子
補
給
対
象
限
度
額
内
に
お
い

て
、
借
入
金
に
係
る
利
子
に
対

し
１
％
を
補
助
す
る
も
の
で
す
。

▼
対
象
者　

次
の
要
件
を
全
て

満
た
す
方　

⑴
東
日
本
大
震
災

発
生
時
に
自
己
ま
た
は
親
族
が

所
有
し
、
自
己
ま
た
は
親
族
が

当
該
被
災
住
宅
に
居
住
し
て

い
た
方
⑵
り
災
証
明
書
を
受

け
、
一
部
損
壊
に
よ
り
住
宅
の

補
修
を
し
た
方
、
ま
た
は
、
り

災
証
明
書
が
半
壊
・
大
規
模
半

壊
で
被
災
住
宅
を
補
修
ま
た
は

取
り
壊
さ
ず
に
市
内
に
住
宅
を

新
し
く
建
設
・
購
入
し
た
方
⑶

平
成
23
年
３
月
11
日
以
降
に
金

銭
消
費
貸
借
契
約
を
独
立
行
政

法
人
住
宅
金
融
支
援
機
構
、
銀

行
法
第
２
条
に
定
め
る
「
銀

行
」、
協
同
組
合
組
織
金
融
機

は
、次
の
①
と
⑦
を
省
略
可
能
）

①
被
災
住
宅
に
居
住
し
て
い
た

全
て
の
方
の
住
民
票
の
写
し
②

申
請
者
と
被
災
住
宅
の
所
有
者

お
よ
び
居
住
者
と
の
親
族
関
係

が
わ
か
る
書
類
③
貸
付
利
率
が

明
記
さ
れ
た
契
約
書
の
写
し
④

償
還
表
ま
た
は
返
済
予
定
表
の

写
し
⑤
工
事
請
負
契
約
書
の
写

し
ま
た
は
売
買
契
約
書
の
写
し

（
収
入
印
紙
貼
付
の
も
の
）
⑥

り
災
証
明
書
の
写
し
⑦
市
税
等

を
滞
納
し
て
い
な
い
こ
と
を
証

す
る
書
類
▼
利
子
補
給
金
の
請

求
方
法　

毎
年
１
月
１
日
〜
12

月
31
日
の
間
に
支
払
っ
た
利
子

に
係
る
も
の
に
つ
い
て
、
翌
年

１
月
末
日
ま
で
に
「
守
谷
市
被

災
住
宅
復
興
支
援
利
子
補
給
金

請
求
書
」
に
住
宅
復
興
資
金
に

係
る
借
入
金
の
年
末
残
高
等
証

明
書
の
写
し
を
添
え
て
、
建
設

課
の
窓
口
へ
請
求
す
る

▼
申
請･
問
合
先　

守
谷
市
役

所
建
設
課　

内
線
２
５
２
〜
２

５
４

Ｓ
Ｔ
Ｏ
Ｐ
！　

不
法
電
波

Ｓ
Ｔ
Ｏ
Ｐ
！　

不
法
電
波

職
業
相
談

職
業
相
談

・
テ
レ
ビ
・
ラ
ジ
オ
の
受
信
障
害

☎
03
・
６
２
３
８
・
１
９
４
５

・・
地
デ
ジ
放
送
の
受
信
相
談

☎
03
・
６
２
３
８
・
１
９
４
４

　

文
化
会
館
で
は
ハ
ロ
ー
ワ
ー

ク
常
総
と
連
携
を
図
り
、
地
域

住
民
の
雇
用
促
進
と
就
業
の
安

定
を
図
る
た
め
、
求
人
情
報
の

提
供
・
就
職
に
関
す
る
相
談
等

を
定
期
的
に
行
っ
て
い
ま
す
。

▼
日
時　

偶
数
月
の
第
３
水
曜

日　

午
前
９
時
30
分
〜
11
時
30

分
※
要
予
約
▼
会
場　

文
化
会

館
相
談
室
▼
内
容　

職
業
相
談
、

求
人
情
報
の
提
供
等
（
費
用
無

料
）
▼
相
談
員　

ハ
ロ
ー
ワ
ー

ク
常
総
職
員（
職
業
指
導
官
）

▼
問
合
先　

文
化
会
館

☎
48
・
７
９
１
１

　

６
月
１
日
〜
10
日
は
、「
電

波
利
用
環
境
保
護
周
知
啓
発
強

化
期
間
」
で
す
。
電
波
は
暮
ら

し
の
中
で
欠
か
せ
な
い
大
切
な

も
の
で
す
。
電
波
の
ル
ー
ル
は

み
ん
な
で
守
り
ま
し
ょ
う
。

▼
問
合
先　

関
東
総
合
通
信
局

・・
不
法
無
線
局
の
混
信
・
妨
害

☎
03
・
６
２
３
８
・
１
９
３
９

従
来
ど
お
り
、
６
月
１
日
〜
７

月
10
日
が
更
新
期
間
に
な
り
ま

す
。
ご
注
意
く
だ
さ
い
。
ま
た
、

平
成
23
年
度
３
期
分
か
ら
労
働

保
険
料
の
口
座
振
替
納
付
が
可

能
に
な
り
ま
し
た
（
事
前
に
申

請
手
続
き
が
必
要
）。

▼
問
合
先　

茨
城
労
働
局　

労

働
保
険
徴
収
室　

☎
０
２
９
・

２
２
４
・
６
２
１
３

　

昨
年
度
は
東
日
本
大
震
災
に

よ
る
特
例
措
置
と
し
て
労
働
保

険
の
年
度
更
新
期
間
が
延
長
さ

れ
ま
し
た
が
、
平
成
24
年
度
は

関
の
優
先
出
資
に
関
す
る
法
律

第
２
条
で
定
め
る
「
協
同
組
織

金
融
機
関
」
と
金
銭
消
費
貸
借

契
約
を
し
、
平
成
26
年
３
月
31

日
ま
で
に
融
資
の
実
行
を
受
け

た
方
（
消
費
者
金
融
等
か
ら
の

借
入
は
対
象
外
）
⑷
被
災
住
宅

生
活
再
建
支
援
金
の
支
給
を
受

け
て
い
な
い
方
⑸
市
税
等
を
滞

納
し
て
い
な
い
方
▼
利
子
補
給

率　

補
給
金
の
対
象
と
な
る

借
入
額
の
限
度
は
次
の
と
お

り
（
上
限
は
借
入
金
に
係
る
利

率
の
１
％
）　

被
災
住
宅
の
復

興　

６
４
０
万
円
／
被
災
宅
地

の
復
興　

３
９
０
万
円
／
被
災

住
宅
の
復
興
お
よ
び
被
災
宅
地

の
復
興　

１
０
３
０
万
円
▼
交

付
期
間　

住
宅
復
興
資
金
の
借

入
れ
に
係
る
支
払
い
開
始
日
か

ら
５
年
以
内
（
無
利
子
期
間
ま

た
は
利
子
支
払
の
猶
予
期
間
が

あ
る
場
合
は
、
当
該
期
間
を
含

め
て
５
年
以
内
）
▼
申
請
期
間

平
成
26
年
３
月
31
日
ま
で
※
申

請
内
容
に
変
更
が
生
じ
た
と
き

は
、
変
更
申
請
が
必
要
▼
利
子

補
給
金
の
申
請
方
法　
「
守
谷

市
被
災
住
宅
復
興
支
援
利
子
補

給
金
交
付
申
請
書
」
に
次
の
書

類
を
添
付
し
て
、
建
設
課
の
窓

口
へ
申
請
す
る
（
個
人
情
報
調

査
同
意
書
を
提
出
し
た
場
合

被
災
住
宅
復
興
支
援
事
業

被
災
住
宅
復
興
支
援
事
業

（
利
子
補
給
）

（
利
子
補
給
）

「
労
働
保
険
」

「
労
働
保
険
」

年
度
更
新
の
申
告
・
納
付

年
度
更
新
の
申
告
・
納
付

　守谷市消防団副団長の吉
よ し だ

田
和
か ず お

夫氏（本町）が、現職消防人と
しては最高の栄誉である消防庁
長官表彰を受章されました。永
年にわたり市民を災害から守る
ため、消防団活動に尽力された
功労が認められたものです。お
めでとうございます。

消防庁長官表彰消防庁長官表彰
永年勤続功労賞受章永年勤続功労賞受章


